
会津大学進路対策委員会規程 

（平成１８年４月１日規程第１９号） 

（最終改正 ２０１９年３月２９日） 

（趣旨） 
第１条 この規定は、会津大学学内運営組織等に関する規程第２９条の規定に基づき、進路対策委 
員会 （以下「委員会」という。）の運営方法その他必要な事項を定めるものとする。 

（審議事項） 
第２条 委員会の審議事項は次のとおりとする。 
(1) 学生の進路指導に関すること。
(2) キャリア関連授業に関すること。
(3) 進路に関する資料の収集、整理及び調査に関すること。
(4) その他学生の進路に関し必要な事項に関すること。

（組織） 
第３条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 
(1) 学生部長
(2) 学長が指名した委員５名以内

（任期） 
第４条 前条第２号及び第３号に定める委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 ただし、欠員に 
より新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 
第５条 委員会に委員長を置き、学生部長をもってあてる。 

（会議） 
第６条 委員長は委員会を招集し、その議長となる。 
２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 
３ 委員会において議決を要する事項は出席委員の過半数により決定し、可否同数のときは議長の 
決するところによる。 

（関係者の出席） 
第７条 委員長が必要と認める場合は、委員以外の関係者を出席させて説明を求め、又は、意見を 
述べさせることができる。 

（庶務） 
第８条 委員会に関する庶務は、事務局学生課で行う。 

（補則） 
第９条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会の議を経て、 
委員長が別に定める。 

附 則 
この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は、平成２１年５月２０日から施行する。 
附 則 

この規程は、２０１９年４月１日から施行する。 


